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1. 概  要 

本資料は，①Ⅴ-2-1-1「耐震設計の基本方針」のうち「2.1 基本方針」に基づき，耐震

設計に用いる基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄについて説明するものである。 

1. 概要 

本資料は，①Ⅵ-2-1-1「耐震設計の基本方針」のうち「2.1 基本方針」に基づき，耐震

設計に用いる基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄについて説明するものである。 

 

① 図書構成の差異 

2. 基本方針 

基準地震動Ｓｓは，「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せ

ず策定する地震動」について，解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動と

してそれぞれ策定している。 

弾性設計用地震動Ｓｄは，基準地震動Ｓｓとの応答スペクトルの比率が目安として 0.5

を下回らないよう基準地震動Ｓｓに係数を乗じて設定している。 

基準地震動Ｓｓは，設置（変更）許可（平成 29 年 12 月 27 日）を受けたものを用いる。 

基準地震動Ｓｓの策定は，設置（変更）許可申請書の添付書類六「5. 地震」，弾性設計

用地震動Ｓｄの策定は，設置（変更）許可申請書の添付書類八「1.4 耐震設計」に記載

のとおりであり，以下にその概要を示す。 
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を下回らないよう基準地震動Ｓｓに係数を乗じて設定している。 

基準地震動Ｓｓは，設置（変更）許可（平成 29 年 12 月 27 日）を受けたものを用いる。 

基準地震動Ｓｓの策定は，設置（変更）許可申請書の添付書類六「5. 地震」，弾性設計

用地震動Ｓｄの策定は，設置（変更）許可申請書の添付書類八「1.4 耐震設計」に記載

のとおりであり，以下にその概要を示す。 
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3. 敷地周辺の地震発生状況 

柏崎刈羽原子力発電所が位置する新潟県では，北東－南西方向の軸をもつ褶曲構造が卓

越している(1)。このひずみ集中帯と呼ばれる褶曲構造は南北方向に分布する何条かの断

層・褶曲帯より成り，幅をもった領域全体で圧縮力によるひずみを解消するものと考え

られている(2)。 

柏崎刈羽原子力発電所周辺では，上記に対応するように地震が発生しており，その発生

様式から，陸域の浅いところで発生する｢内陸地殻内地震｣及び日本海東縁の比較的浅い

ところで発生する「日本海東縁部の地震」の 2種類に大別される(3)。 

敷地周辺における被害地震，中小地震及び微小地震の発生状況を以下のとおり整理す

る。 

 

3.1 被害地震 

過去の地震による敷地への影響を検討するために，過去に敷地周辺に影響を与えたと考
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えられる被害地震を調査する。調査においては，信頼性が高いと考えられる「日本被害

地震総覧」(4)及び「気象庁地震カタログ」(5)を用いる。敷地からの震央距離が 200km 程

度以内の地震を対象として選定した主な被害地震の諸元を表 3－1に，それらの震央分布

を図 3－1に示す。 

 

3.2 敷地周辺の地震活動 

「気象庁地震カタログ」(5)に記載されている 1923 年～2012 年の地震のうち，敷地周辺

で発生したマグニチュード（以下「M」という。）5以上の地震の震央分布を図 3－2

に，敷地付近を横切る幅 50km の範囲に分布する震源の鉛直分布を図 3－3に示す。 

また，2010 年～2012 年の間に敷地周辺で発生した M5 以下の地震のうち，震源深さが

0km～30km，30km～60km，60km～90km，90km～120km 及び 120km 以深の地震の震央分布を

図 3－4に，震源の鉛直分布を図 3－5に示す。 
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4. 活断層の分布状況 

地質調査結果，地震調査研究推進本部(2009)(6)等を踏まえ，敷地周辺の震源として考慮

する活断層の分布を図 4－1に，諸元を表 4－1に示す。 

さらに，連動を考慮する活断層の範囲を図 4－2に，諸元を表 4－2に示す。 

4. 活断層の分布状況 

地質調査結果，地震調査研究推進本部(2009)(6)等を踏まえ，敷地周辺の震源として考慮

する活断層の分布を図 4－1に，諸元を表 4－1に示す。 

さらに，連動を考慮する活断層の範囲を図 4－2に，諸元を表 4－2に示す。 
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5. 地震の分類 

気象庁震度階級関連解説表(7)によると，地震により建物等に被害が発生するのは震度 5

弱（1996 年以前は震度Ⅴ）程度以上であることから，敷地に大きな影響を与える地震と

して，敷地周辺における揺れが震度 5弱（震度Ⅴ）程度以上のものを地震発生様式別に

分類する。 

「3.1 被害地震」の表 3－1に示した地震のうち，「日本被害地震総覧」(4)及び「気象

庁地震カタログ」(5)に記載されている震度分布図によると，敷地周辺における揺れが震

度 5弱（震度Ⅴ）程度以上であったと推定される地震は，1751 年越後の地震(M7.2)，

1828 年越後の地震(M6.9)，1847 年善光寺地震(M7.4)，1847 年越後頸城郡の地震

(M6.5)，1964 年新潟地震(M7.5)，2004 年新潟県中越地震(M6.8)（以下「2004 年新潟県

中越地震」という。），2007 年能登半島地震(M6.9)，2007 年新潟県中越沖地震(M6.8)

（以下「2007 年新潟県中越沖地震」という。）及び 2011 年長野県北部の地震(M6.7)で

ある。 

一方，表 3－1に示した地震のうち，敷地周辺の震度及び建物等の被害が明らかでない地

震については，地震規模及び震央距離と震度との関係(8),(9)から敷地における震度を推定

する。図 5－1によると，敷地周辺における揺れが震度 5弱（震度Ⅴ）程度以上と推定さ

れる地震は認められない。 
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敷地周辺における揺れが震度 5弱（震度Ｖ）程度以上であったと推定される地震のう

ち，1964 年新潟地震(M7.5)以外の地震は，内陸地殻内地震であると考えられ，1964 年新

潟地震(M7.5)は，地震調査研究推進本部(2003)(2)によると日本海東縁部の地震として分

類されている。内陸地殻内地震及び日本海東縁部の地震は，いずれも活断層・褶曲帯と

の関連性があり，震源深さが浅く，また，震源特性についても類似性が指摘されている

ことから(10),(11)，ここでは，これらの地震をまとめ，内陸地殻内地震として扱うことと

する。 

2007 年新潟県中越沖地震では，柏崎刈羽原子力発電所の各号機の原子炉建屋基礎版上で

観測された最大加速度値が，設計で考慮した地震動による最大応答加速度値を上回っ

た。また，観測記録の加速度振幅は，1号機～4号機の方が，5号機～7号機より大きく

なっており，これらの要因分析を行っている(12)。 

その要因を，震源特性，伝播特性（地震波が震源から敷地に伝わる経路の影響によるも

の）及び地盤特性（敷地地盤の影響によるもの）に大別している。なお，以降の検討に

おいては，伝播特性と地盤特性を区分せず，伝播特性に地盤特性を含めて整理する。 

震源特性に関して，2007 年新潟県中越沖地震の短周期レベルは，内陸地殻内地震の平均

的な短周期レベル(13)と比べて 1.5 倍程度であることを確認している。 

伝播特性に関して，深部の地層境界が陸側から海側に向かい深くなる構造や敷地直下に

存在する褶曲構造の影響があることを確認している(12),(14),(15)。 

2007 年新潟県中越沖地震の要因分析から得られた基準地震動Ｓｓの策定への反映事項を

表 5－1に示す。 

 

5.2 プレート間地震及び海洋プレート内地震 
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6. 敷地における地震波の伝播特性 

6.1 地震観測 

敷地においては，地表と地中に地震計を設置した鉛直アレイ地震観測を 1号機付近（以

下「1 号機鉛直アレイ観測点」という。）と 5号機付近（以下「5号機鉛直アレイ観測

点」という。）で実施している。また，全号機の原子炉建屋基礎版上に地震計を設置し

6. 敷地における地震波の伝播特性 

6.1 地震観測 

敷地においては，地表と地中に地震計を設置した鉛直アレイ地震観測を 1号機付近（以

下「1号機鉛直アレイ観測点」という。）と 5号機付近（以下「5号機鉛直アレイ観測

点」という。）で実施している。また，全号機の原子炉建屋基礎版上に地震計を設置し

 

・差異無し 

 

 

 



 

5 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 備考 

た原子炉建屋基礎版上地震観測及び敷地内のほぼ全域にわたり地表に地震計を設置した

水平アレイ地震観測を実施している。それぞれの地震観測位置を図 6－1に示す。 

 

6.2 解放基盤表面の設定 

地質調査結果によると，敷地における褶曲構造は NE-SW 方向に連続し，全体として SW 方

向にプランジしていることを確認している。 

一方で，地盤の速度構造としては，各号機で実施した PS 検層結果によると，1号機～4

号機及び 5号機～7号機の位置で，それぞれ S波速度が 700m/s 以上となる硬質地盤は著

しい高低差がなく，拡がりを持って分布していることを確認している。 

したがって，解放基盤表面は，1号機～4号機側では，1号機鉛直アレイ観測点での東京

湾平均海面 T.M.S.L.（以下「標高」という。）-284m の位置に，5号機～7号機側では，

5号機鉛直アレイ観測点での標高-134m の位置に設定する。 

なお，入力地震動の評価においては，①解放基盤表面以浅の地下構造（以下「浅部構

造」という。）の影響を適切に考慮するため，6号機，7号機及び緊急時対策所を設置す

る 5号機の①解放基盤表面を表 6－1に示す位置とする。 

2007 年新潟県中越沖地震の各号機で推定された表 6－1に示す位置での速度時刻歴波形

は，図 6－2 に示すように，5 号機～7号機でおおむね等しく，適切な深度に設定してい

ることを確認している。 

 

6.3 地震波の伝播特性 

6.3.1 ②地下構造の評価 

敷地及び敷地周辺の反射法地震探査，ボーリング調査等から，解放基盤表面以深の地下

構造（以下「深部構造」という。）の特徴として，広域の地下構造は深部の地層境界が

陸側から海側に向かい深くなる傾向を示すこと，敷地近傍の地下構造には褶曲構造が存

在していることを確認している。 

広域の地下構造としては，独立行政法人 原子力安全基盤機構(2005)(17)により敷地周辺

の地下深部の 3 次元形状を反映した地下構造モデルが評価され，速度構造や減衰定数の

妥当性が確認されている。 

敷地近傍の地下構造としては，敷地内で実施したボーリング調査，敷地を含む周辺地域

で実施した反射法地震探査の結果及びバランス断面法(18)を用いて推定した地層境界に基

づき，敷地直下に存在する褶曲構造を考慮した 2次元の地下構造モデルを評価した。敷

地における 2 次元の地下構造モデルを図 6－3に示す。モデルの速度構造や減衰定数の妥

当性については，2007 年新潟県中越沖地震の観測記録の再現性から確認している。 

なお，敷地の地下構造については，1次元地下構造を仮定した検討を実施している。小

林ほか(2005)(19)の方法を用い，水平/上下スペクトル振幅比の逆解析により推定した表 6

－2に示す速度構造モデル，微動アレイ観測による位相速度を目的関数とした逆解析に

た原子炉建屋基礎版上地震観測及び敷地内のほぼ全域にわたり地表に地震計を設置した

水平アレイ地震観測を実施している。それぞれの地震観測位置を図 6－1に示す。 
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6 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 備考 

より推定した速度構造モデル及び梅田・小林(2010)(20)の方法を用い P波部水平/上下ス

ペクトル振幅比，レシーバー関数及びコーダ部水平/上下スペクトル振幅比をジョイント

インバージョンにより推定した速度構造モデルを整理した。2次元の地下構造との対比

では，地層境界の深度に差異が生じていることから，複雑な地下構造の影響が認められ

た。 

 

6.3.2 地震波の伝播特性の評価 

3 次元及び 2 次元の地下構造モデルを用いた分析結果は，地震観測記録の分析結果をお

おむね再現していることから，深部の地層境界が陸側から海側に向かい深くなる構造及

び敷地直下に存在する褶曲構造が敷地の深部構造における地震波の伝播特性に影響を与

えていることを確認している。 

一方，③浅部構造における地震波の伝播特性については，鉛直アレイ地震観測の地表と

地中のスペクトル比の到来方向別の分析及び梅田・小林(2010) (20)の方法を用いて推定

した速度構造モデルによる解放基盤表面相当位置から地表までの地盤増幅の確認によ

り，特異な傾向は認められないことを確認している。 

 

 

(1) 地震観測記録の分析 

1 号機及び 5 号機鉛直アレイ観測点で得られている中規模地震の観測記録を用い，深部

構造における地震波の伝播特性について検討を行っている。観測記録から推定した解放

基盤表面における地震動（以下「解放基盤波」という。）と Noda et al.(2002)(16)によ

る応答スペクトルの比を整理し，敷地周辺の海域で発生する地震による地震波は，1号
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 備考 

ない領域が確認され，1号機周辺の観測点で著しく増幅する傾向にあること，南西側以

外の到来方向については，敷地内において地震波の伝播特性に特異な差異は認められな

いことを確認している。検討結果を図 6－7に示す。 

 

(2) 地下構造モデルを用いた分析 

敷地周辺の地下深部の 3次元形状を反映した地下構造モデルを用いて地盤増幅に関する

解析検討を行った結果，厚い堆積層の影響に加え，地震基盤がせり上がる構造の影響に

より，敷地に近い領域で地盤増幅率が大きくなる傾向を確認した(12)。 

また，敷地直下に存在する褶曲構造を考慮した 2次元の地下構造モデルを用いて到来方

向別の地盤増幅に関する解析検討を行った結果，地盤増幅率は，敷地の南西側から到来

する地震波では 5号機の位置と比較して 1号機の位置で大きくなっており(15)，その他の

方向から到来する地震波では 1号機と 5号機の位置で特異な差異が認められないことを

確認している。検討結果を図 6－8に示す。 

なお，浅部構造における地震波の伝播特性については，梅田・小林(2010) (20)の方法を

用いた速度構造モデルを用いて解放基盤表面相当位置から地表までの地盤増幅に関する

解析検討を行った結果，1号機～4号機，5号機～7号機周辺で特異な傾向は認められな

いことを確認している。一方，敷地の東側では，標高が高く表層が厚くなるために伝播

特性が異なる領域もあることから，入力地震動の評価においては，調査結果等に基づき

浅部構造の影響を適切に反映する。 

 

6.3.3 基準地震動Ｓｓの策定への反映事項 

④基準地震動Ｓｓの策定においては，地震動評価に適用可能な観測記録が得られている

ことを踏まえ，観測記録に基づき実施することで，地震波の伝播特性を適切に反映す

る。 

また，敷地における深部構造における地震波の伝播特性が異なることを踏まえ，地震波

の顕著な増幅が認められる 1号機～4号機を含む領域においては，著しい増幅が認めら

れる 1号機鉛直アレイを，地震波の顕著な増幅が認められない 5号機～7号機を含む領

域においては，各号機で特異な差異がないことから観測記録がより蓄積されている 5号

機鉛直アレイを代表として基準地震動Ｓｓを策定する。 

ない領域が確認され，1号機周辺の観測点で著しく増幅する傾向にあること，南西側以

外の到来方向については，敷地内において地震波の伝播特性に特異な差異は認められな

いことを確認している。検討結果を図 6－7に示す。 

 

(2) 地下構造モデルを用いた分析 

敷地周辺の地下深部の 3次元形状を反映した地下構造モデルを用いて地盤増幅に関する

解析検討を行った結果，厚い堆積層の影響に加え，地震基盤がせり上がる構造の影響に 

より，敷地に近い領域で地盤増幅率が大きくなる傾向を確認した(12)。 

また，敷地直下に存在する褶曲構造を考慮した 2次元の地下構造モデルを用いて到来方

向別の地盤増幅に関する解析検討を行った結果，地盤増幅率は，敷地の南西側から到来

する地震波では 5号機の位置と比較して 1号機の位置で大きくなっており(15)，その他の

方向から到来する地震波では 1号機と 5号機の位置で特異な差異が認められないことを

確認している。検討結果を図 6－8に示す。 

なお，浅部構造における地震波の伝播特性については，梅田・小林(2010)(20)の方法を 

用いた速度構造モデルを用いて解放基盤表面相当位置から地表までの地盤増幅に関する

解析検討を行った結果，1号機～4号機，5号機～7号機周辺で特異な傾向は認められな

いことを確認している。一方，敷地の東側では，標高が高く表層が厚くなるために伝播

特性が異なる領域もあることから，入力地震動の評価においては，調査結果等に基づき

浅部構造の影響を適切に反映する。 
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④基準地震動の策定においては，敷地における深部構造における地震波の伝播特性が異
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波の伝播特性を適切に反映する。 

7. 基準地震動Ｓｓ 

基準地震動Ｓｓは，「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せ

ず策定する地震動」について，解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動と

してそれぞれ策定する。なお，基準地震動Ｓｓの策定においては，地震波の伝播特性及

び基準地震動Ｓｓの策定過程における不確かさについても考慮する。 

｢6.3 地震波の伝播特性｣を踏まえ，地震波の顕著な増幅が認められる領域においては 1

号機鉛直アレイを代表とし「荒浜側の基準地震動Ｓｓ」として，地震波の顕著な増幅が

認められない領域においては 5号機鉛直アレイを代表とし「大湊側の基準地震動Ｓｓ」

として策定する。 

 

7.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

7.1.1 地震発生層の設定 

地震発生層は，2007 年新潟県中越沖地震の余震分布(21)，ひずみ集中帯の重点的調査観

測・研究プロジェクト(10)における海域の自然地震観測による震源分布及び地殻構造探査

による速度構造，Kato et al.(2009)(22)による速度構造，水平/上下スペクトル振幅比を

用いた地下構造推定手法(19)に基づく速度構造及びコンラッド面深さ(23),(24)を総合的に判

断して設定する。 

2007 年新潟県中越沖地震の本震以降に海底に設置された地震計の記録に基づいて再決定

された精密余震分布によると震源深さは約 6km～17km に求められている(21)。 

ひずみ集中帯の重点的調査観測・研究プロジェクト(10)における海域の自然地震観測によ

る震源分布でも震源深さは約 6km～17km に求められており，その上端は，速度構造の P

波速度 5.6km/s～6km/s 層の深さと整合している。また，同プロジェクト(10)において,長

岡平野西縁断層帯を横断する測線で屈折法地震探査等が実施されており，P波速度

5.3km/s 層の上面は 6km～9km の深さで分布していることが明らかとなっている。 

Kato et al.(2009)(22)では，2004 年新潟県中越地震及び 2007 年新潟県中越沖地震の震源

域周辺における稠密観測データを用いたトモグラフィー解析により,3 次元の速度構造を

推定しており，P波速度 5.7km/s の等速度線は，西に向かって深くなり，その深度はお

おむね 6km を超える傾向にある。小林ほか(2005)(19)の方法を用い,水平/上下スペクトル

振幅比の逆解析により推定した表 6－2に示す敷地地盤の速度構造モデルにおいても P波

速度 6km/s を超える深さは 6km 以深となると考えられ，整合的である。 

地殻はコンラッド面を境にして上部と下部に分けられ，内陸地殻内地震は主として上部

地殻の中で発生するとされている。敷地周辺でのコンラッド面深さ(23),(24)は 15km～16km

程度となっている。 

上記の知見を整理し，上端深さについては速度構造を，下端深さについては余震分布を
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それぞれ重視して検討した結果，地震発生層は，上端深さを 6km，下端深さを 17km，そ

の厚さを 11km と設定する。 

 

7.1.2 検討用地震の選定 

検討用地震は，「5. 地震の分類」を踏まえ，Noda et al.(2002)(16)による応答スペク

トルの比較により，敷地に大きな影響を与えると考えられる地震を選定する。なお，敷

地に与える影響の度合いを比較することが主目的であることから，応答スペクトルの算

定に当たっては，Noda et al.(2002)(16)による応答スペクトルの補正係数を考慮しな

い。 

「5. 地震の分類」によると，敷地周辺における揺れが震度 5弱（震度Ⅴ）程度以上と

推定される地震は，1751 年越後の地震(M7.2)，1828 年越後の地震(M6.9)，1847 年善光

寺地震(M7.4)，1847 年越後頸城郡の地震(M6.5)，1964 年新潟地震(M7.5)，2004 年新潟

県中越地震，2007 年能登半島地震(M6.9)，2007 年新潟県中越沖地震及び 2011 年長野県

北部の地震(M6.7)である。これらの地震については，表 3－1に示す地震規模及び震源位

置から Noda et al.(2002)(16)により応答スペクトルを算定する。 

「4. 活断層の分布状況」において示した敷地周辺の震源として考慮する活断層及び連

動を考慮する活断層による地震を対象として，Noda et al.(2002) (16)により応答スペク

トルを算定する。応答スペクトルの算定に用いる活断層の諸元を表 7－1に示す。地震規

模は,図 7－1 に示すように,2007 年新潟県中越沖地震の知見を踏まえて設定し,等価震源

距離（以下「Xeq」という。）は，地震調査研究推進本部(2017)(25)による強震動予測レ

シピ（以下「強震動予測レシピ」という。）に基づき設定した震源モデルを用いて算定

する。ただし,F-B 断層による地震については，芝(2008)(26)による震源インバージョン結

果及び地震調査研究推進本部(2008)(21)等から設定した 2007 年新潟県中越沖地震の震源

モデルを 36km に拡張した震源モデルも考慮する。 

さらに，地震調査研究推進本部(2003)(2)及び同(2009)(6)においては，日本海東縁部の地

震として，1964 年新潟地震(M7.5)に相当する新潟県北部沖の地震(M7.5 前後)に加え，佐

渡島北方沖の地震(M7.8 程度)を図 7－2に示す新潟県沖から秋田県沖の領域に想定して

いることを踏まえ，震源位置の不確かさを考慮し，敷地に最も近い佐渡島北方に「想定

佐渡島北方沖の地震」(M7.8)を想定する。 

検討用地震の選定は，「6.3 地震波の伝播特性」に示すとおり，海域で発生する地震と

陸域で発生する地震で地震波の伝播特性が異なることを踏まえ，海域の活断層による地

震及び海域で発生した地震（以下「海域の地震」という。）と陸域の活断層による地震

及び陸域で発生した地震（以下「陸域の地震」という。）を分類して行う。なお，日本

海東縁部の地震については，海域の地震に含めて選定する。 

海域の地震及び陸域の地震を対象として，Noda et al.(2002)(16)による応答スペクトル

の比較を図 7－3 に示す。これらより，海域の地震による検討用地震として F-B 断層によ

それぞれ重視して検討した結果，地震発生層は，上端深さを 6km，下端深さを 17km，そ

の厚さを 11km と設定する。 

 

7.1.2 検討用地震の選定 

検討用地震は，「5. 地震の分類」を踏まえ，Noda et al.(2002)(16)による応答スペク

トルの比較により，敷地に大きな影響を与えると考えられる地震を選定する。なお，敷

地に与える影響の度合いを比較することが主目的であることから，応答スペクトルの算

定に当たっては，Noda et al.(2002)(16)による応答スペクトルの補正係数を考慮しな

い。 

「5. 地震の分類」によると，敷地周辺における揺れが震度 5弱（震度Ⅴ）程度以上と

推定される地震は，1751 年越後の地震(M7.2)，1828 年越後の地震(M6.9)，1847 年善光

寺地震(M7.4)，1847 年越後頸城郡の地震(M6.5)，1964 年新潟地震(M7.5)，2004 年新潟

県中越地震，2007 年能登半島地震(M6.9)，2007 年新潟県中越沖地震及び 2011 年長野県

北部の地震(M6.7)である。これらの地震については，表 3－1に示す地震規模及び震源位

置から Noda et al.(2002)(16)により応答スペクトルを算定する。 

「4. 活断層の分布状況」において示した敷地周辺の震源として考慮する活断層及び連

動を考慮する活断層による地震を対象として，Noda et al.(2002) (16)により応答スペク

トルを算定する。応答スペクトルの算定に用いる活断層の諸元を表 7－1に示す。地震規

模は,図 7－1に示すように,2007 年新潟県中越沖地震の知見を踏まえて設定し,等価震源

距離（以下「Xeq」という。）は，地震調査研究推進本部(2017)(25)による強震動予測レ

シピ（以下「強震動予測レシピ」という。）に基づき設定した震源モデルを用いて算定

する。ただし,F-B 断層による地震については，芝(2008)(26)による震源インバージョン結

果及び地震調査研究推進本部(2008)(21)等から設定した 2007 年新潟県中越沖地震の震源

モデルを 36km に拡張した震源モデルも考慮する。 

さらに，地震調査研究推進本部(2003)(2)及び同(2009)(6)においては，日本海東縁部の地

震として，1964 年新潟地震(M7.5)に相当する新潟県北部沖の地震(M7.5 前後)に加え，佐

渡島北方沖の地震(M7.8 程度)を図 7－2に示す新潟県沖から秋田県沖の領域に想定して

いることを踏まえ，震源位置の不確かさを考慮し，敷地に最も近い佐渡島北方に「想定

佐渡島北方沖の地震」(M7.8)を想定する。 

検討用地震の選定は，「6.3 地震波の伝播特性」に示すとおり，海域で発生する地震と

陸域で発生する地震で地震波の伝播特性が異なることを踏まえ，海域の活断層による地

震及び海域で発生した地震（以下「海域の地震」という。）と陸域の活断層による地震

及び陸域で発生した地震（以下「陸域の地震」という。）を分類して行う。なお，日本

海東縁部の地震については，海域の地震に含めて選定する。 

海域の地震及び陸域の地震を対象として，Noda et al.(2002)(16)による応答スペクトル

の比較を図 7－3に示す。これらより，海域の地震による検討用地震として F-B 断層によ
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10 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 備考 

る地震を，陸域の地震による検討用地震として長岡平野西縁断層帯による地震をそれぞ

れ選定する。 

一方，「5. 地震の分類」に示すとおり，表 3－1に示した地震において，プレート間地

震及び海洋プレート内地震については，敷地周辺において震度 5弱（震度Ⅴ）程度以上

の揺れは認められておらず(4),(5)，敷地に大きな影響を与えるような地震ではない。 

 

7.1.3 地震動評価 

地震動評価は，震源特性及び地震波の伝播特性を考慮した上で，応答スペクトルに基づ

く手法及び断層モデルを用いた手法により行う。 

応答スペクトルに基づく地震動評価は，Noda et al.(2002)(16)により行う。Noda et 

al.(2002)(16)の方法は，観測記録に基づく補正係数を考慮することにより，震源特性及

び地震波の伝播特性を的確に反映することが可能である。なお，観測記録に基づく補正

係数は，Noda et al.(2002)(16)による内陸地殻内地震に対する補正係数は用いず，検討

用地震と発生様式等が同じ地震の解放基盤波と Noda et al.(2002)(16)による応答スペク

トルの比に基づき設定する。 

断層モデルを用いた手法による地震動評価は，要素地震として適切な地震の観測記録が

敷地において得られていることから，経験的グリーン関数法(29)により行う。経験的グリ

ーン関数法(29)は，適切な要素地震を用いることにより，震源特性及び地震波の伝播特性

を的確に反映することが可能である。 

また，地震動評価における不確かさの考慮については，評価結果に与える影響が大きい

と考えられる断層パラメータを選定し，その影響の度合いを評価する。 

地震動評価の内容について，以下のとおり整理する。 

 

(1) F-B 断層による地震 

a. 基本震源モデルの設定 

F-B 断層による地震の地震動評価は，強震動予測レシピモデル及び中越沖地震拡張モデ

ルにより行う。 

強震動予測レシピモデルにおいて，基本震源モデルは，地質調査結果及び強震動予測レ

シピ(25)に基づき設定する。断層長さは，地質調査結果より 36km として設定し，断層傾

斜角は，明瞭に解釈できる範囲の海上音波探査の反射記録では，中～高角度と判断され

ることを踏まえ 45°と設定する。 

設定した断層パラメータ及び震源モデルを表 7－2及び図 7－4に示す。 

 

b. 不確かさを考慮する断層パラメータの選定 

F-B 断層による地震の地震動評価のうち，強震動予測レシピモデルにおいては，2007 年

新潟県中越沖地震の知見等による不確かさの影響を把握することを目的に，表 7－3に示

る地震を，陸域の地震による検討用地震として長岡平野西縁断層帯による地震をそれぞ

れ選定する。 

一方，「5. 地震の分類」に示すとおり，表 3－1に示した地震において，プレート間地

震及び海洋プレート内地震については，敷地周辺において震度 5弱（震度Ⅴ）程度以上

の揺れは認められておらず(4),(5)，敷地に大きな影響を与えるような地震ではない。 

 

7.1.3 地震動評価 

地震動評価は，震源特性及び地震波の伝播特性を考慮した上で，応答スペクトルに基づ

く手法及び断層モデルを用いた手法により行う。 

応答スペクトルに基づく地震動評価は，Noda et al.(2002)(16)により行う。Noda et 

al.(2002)(16)の方法は，観測記録に基づく補正係数を考慮することにより，震源特性及

び地震波の伝播特性を的確に反映することが可能である。なお，観測記録に基づく補正

係数は，Noda et al.(2002)(16)による内陸地殻内地震に対する補正係数は用いず，検討

用地震と発生様式等が同じ地震の解放基盤波と Noda et al.(2002)(16)による応答スペク

トルの比に基づき設定する。 

断層モデルを用いた手法による地震動評価は，要素地震として適切な地震の観測記録が

敷地において得られていることから，経験的グリーン関数法(29)により行う。経験的グリ

ーン関数法(29)は，適切な要素地震を用いることにより，震源特性及び地震波の伝播特性

を的確に反映することが可能である。 

また，地震動評価における不確かさの考慮については，評価結果に与える影響が大きい

と考えられる断層パラメータを選定し，その影響の度合いを評価する。 

地震動評価の内容について，以下のとおり整理する。 

 

(1) F-B 断層による地震 

a. 基本震源モデルの設定 

F-B 断層による地震の地震動評価は，強震動予測レシピモデル及び中越沖地震拡張モデ

ルにより行う。 

強震動予測レシピモデルにおいて，基本震源モデルは，地質調査結果及び強震動予測レ

シピ(25)に基づき設定する。断層長さは，地質調査結果より 36km として設定し，断層傾

斜角は，明瞭に解釈できる範囲の海上音波探査の反射記録では，中～高角度と判断され

ることを踏まえ 45°と設定する。 

設定した断層パラメータ及び震源モデルを表 7－2及び図 7－4に示す。 

 

b. 不確かさを考慮する断層パラメータの選定 

F-B 断層による地震の地震動評価のうち，強震動予測レシピモデルにおいては，2007 年

新潟県中越沖地震の知見等による不確かさの影響を把握することを目的に，表 7－3に示
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11 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 備考 

すように，破壊開始点，アスペリティ位置，破壊伝播速度，応力降下量及び断層傾斜角

の不確かさを考慮する。 

設定した断層パラメータ及び震源モデルを表 7－2，表 7－4～表 7－6及び図 7－4，図 7

－5に示す。 

 

c. 中越沖地震拡張モデル 

中越沖地震拡張モデルは，F-B 断層に相当する位置で発生した 2007 年新潟県中越沖地震

の知見を活用した地震動評価を行うことを目的に，芝(2008)(26)による震源インバージョ

ン結果及び地震調査研究推進本部(2008)(21)等から設定した断層長さ 27km の震源モデル

を，図 7－6 に示すように，36km に拡張して設定する。中越沖地震拡張モデルは，アス

ペリティの位置，破壊伝播速度，応力降下量及び断層傾斜角の設定において強震動予測

レシピによる一般的な設定に対して保守的となっていることから，強震動予測レシピモ

デルでの不確かさを考慮したケースに相当することを確認している。 

なお，破壊伝播形式については，芝(2008)(26)を参考にマルチハイポセンターを採用す

る。 

設定した断層パラメータ及び震源モデルを表 7－7及び図 7－7に示す。 

 

d. 応答スペクトルに基づく地震動評価 

F-B 断層による地震の応答スペクトルに基づく地震動評価では，強震動予測レシピモデ

ル及び中越沖地震拡張モデルを対象とする。なお，破壊伝播速度及び破壊開始点の不確

かさによる影響については，応答スペクトルに基づく地震動評価では確認することがで

きないため，断層モデルを用いた手法による地震動評価において確認する。 

また，2007 年新潟県中越沖地震の観測記録に基づく補正係数を考慮することにより，震

源特性及び地震波の伝播特性を反映させるものとする。観測記録に基づく補正係数を図

7－8 に示す。観測記録に基づく補正係数は，保守的な評価となるよう，1号機～4号機

と 5号機～7 号機で，各号機の原子炉建屋基礎版上における観測記録から推定される解

放基盤波と Noda et al.(2002)(16)による応答スペクトルの比を包絡するようにそれぞれ

設定する。また，評価において用いる地震規模については，図 7－1に示すように，2007

年新潟県中越沖地震の知見を踏まえて算定した値とする。 

上記に基づく地震動評価結果を図 7－9に示す。 

 

e. 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

F-B 断層による地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価は，想定する地震の震

源域で発生した 2007 年新潟県中越沖地震の余震を要素地震として行う。 

要素地震の諸元及び震央位置を表 7－8及び図 7－10 に示す。この要素地震を用いた

2007 年新潟県中越沖地震の原子炉建屋基礎版上における強震動シミュレーションを実施

すように，破壊開始点，アスペリティ位置，破壊伝播速度，応力降下量及び断層傾斜角

の不確かさを考慮する。 

設定した断層パラメータ及び震源モデルを表 7－2，表 7－4～表 7－6及び図 7－4，図 7

－5に示す。 

 

c. 中越沖地震拡張モデル 

中越沖地震拡張モデルは，F-B 断層に相当する位置で発生した 2007 年新潟県中越沖地震

の知見を活用した地震動評価を行うことを目的に，芝(2008)(26)による震源インバージョ

ン結果及び地震調査研究推進本部(2008)(21)等から設定した断層長さ 27km の震源モデル

を，図 7－6に示すように，36km に拡張して設定する。中越沖地震拡張モデルは，アス

ペリティの位置，破壊伝播速度，応力降下量及び断層傾斜角の設定において強震動予測

レシピによる一般的な設定に対して保守的となっていることから，強震動予測レシピモ

デルでの不確かさを考慮したケースに相当することを確認している。 

なお，破壊伝播形式については，芝(2008)(26)を参考にマルチハイポセンターを採用す

る。 

設定した断層パラメータ及び震源モデルを表 7－7及び図 7－7に示す。 

 

d. 応答スペクトルに基づく地震動評価 

F-B 断層による地震の応答スペクトルに基づく地震動評価では，強震動予測レシピモデ

ル及び中越沖地震拡張モデルを対象とする。なお，破壊伝播速度及び破壊開始点の不確

かさによる影響については，応答スペクトルに基づく地震動評価では確認することがで

きないため，断層モデルを用いた手法による地震動評価において確認する。 

また，2007 年新潟県中越沖地震の観測記録に基づく補正係数を考慮することにより，震

源特性及び地震波の伝播特性を反映させるものとする。観測記録に基づく補正係数を図

7－8に示す。観測記録に基づく補正係数は，保守的な評価となるよう，1号機～4号機

と 5号機～7号機で，各号機の原子炉建屋基礎版上における観測記録から推定される解

放基盤波と Noda et al.(2002)(16)による応答スペクトルの比を包絡するようにそれぞれ

設定する。また，評価において用いる地震規模については，図 7－1に示すように，2007

年新潟県中越沖地震の知見を踏まえて算定した値とする。 

上記に基づく地震動評価結果を図 7－9に示す。 

 

e. 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

F-B 断層による地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価は，想定する地震の震

源域で発生した 2007 年新潟県中越沖地震の余震を要素地震として行う。 

要素地震の諸元及び震央位置を表 7－8及び図 7－10 に示す。この要素地震を用いた

2007 年新潟県中越沖地震の原子炉建屋基礎版上における強震動シミュレーションを実施
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12 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 備考 

し，敷地における観測記録と比較することにより，評価の妥当性を確認する。図 7－6に

示す震源モデルによる強震動シミュレーション結果と地震観測記録を比較して図 7－11

に示す。5号機の評価においては，強震動シミュレーション結果は観測記録とおおむね

同程度あるいは上回る地震動レベルとなっている。一方で，1号機の評価においては，

敷地より南西側に位置するアスペリティに対して，図 7－12 に示す補正係数を乗じるこ

とにより，観測記録とおおむね同程度の地震動レベルとなることを確認している。 

以上のことから，F-B 断層による地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価は，

本要素地震を用いて実施することとし，地震波の顕著な増幅が認められる領域における

評価において，図 7－4，図 7－5及び図 7－7に示す敷地より南西側に位置するアスペリ

ティに用いる要素地震は，図 7－12 に示す補正係数を乗じた補正波とする。 

上記に基づく地震動評価結果を図 7－13 に示す。 

 

(2) 長岡平野西縁断層帯による地震 

a. 基本震源モデルの設定 

地質調査結果より，長岡平野西縁断層帯は，基本的には角田・弥彦断層，気比ノ宮断層

及び片貝断層がそれぞれ単独で活動する分割放出型の断層帯と判断されるものの，地震

調査研究推進本部(2004)(33)，同(2009)(6)等を踏まえ，長岡平野西縁断層帯として一連で

活動する場合を基本と考える。 

断層パラメータは，地質調査結果及び強震動予測レシピ(25)等に基づき設定し，アスペリ

ティの応力降下量については，長大な逆断層であることから，佐藤(1989)(34)による無限

長の垂直縦ずれ断層に関する式を用いて震源断層全体の応力降下量を算定した後に設定

する。 

設定した断層パラメータ及び震源モデルを表 7－9及び図 7－14 に示す。 

 

b. 不確かさを考慮する断層パラメータの選定 

長岡平野西縁断層帯による地震の地震動評価では，表 7－10 に示すように，破壊開始

点，アスペリティ位置，破壊伝播速度，応力降下量及び断層傾斜角の不確かさを考慮す

る。 

設定した断層パラメータ及び震源モデルを表 7－9，表 7－11～表 7－13 及び図 7－14，

図 7－15 に示す。 

 

c. 長岡平野西縁断層帯～山本山断層～十日町断層帯西部の連動を考慮した地震 

地質調査結果より，長岡平野西縁断層帯及び十日町断層帯西部は，両断層帯の間にリニ

アメントの判読されない区間が約 10km あり，この区間では背斜構造の形態も異なること

等から，長岡平野西縁断層帯と十日町断層帯西部が連動する可能性は低いと考えられる

ものの，長岡平野西縁断層帯による地震の地震動評価に加えて，長岡平野西縁断層帯～

し，敷地における観測記録と比較することにより，評価の妥当性を確認する。図 7－6に

示す震源モデルによる強震動シミュレーション結果と地震観測記録を比較して図 7－11

に示す。5号機の評価においては，強震動シミュレーション結果は観測記録とおおむね

同程度あるいは上回る地震動レベルとなっている。一方で，1号機の評価においては，

敷地より南西側に位置するアスペリティに対して，図 7－12 に示す補正係数を乗じるこ

とにより，観測記録とおおむね同程度の地震動レベルとなることを確認している。 

以上のことから，F-B 断層による地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価は，

本要素地震を用いて実施することとし，地震波の顕著な増幅が認められる領域における

評価において，図 7－4，図 7－5及び図 7－7に示す敷地より南西側に位置するアスペリ

ティに用いる要素地震は，図 7－12 に示す補正係数を乗じた補正波とする。 

上記に基づく地震動評価結果を図 7－13 に示す。 

 

(2) 長岡平野西縁断層帯による地震 

a. 基本震源モデルの設定 

地質調査結果より，長岡平野西縁断層帯は，基本的には角田・弥彦断層，気比ノ宮断層

及び片貝断層がそれぞれ単独で活動する分割放出型の断層帯と判断されるものの，地震

調査研究推進本部(2004)(33)，同(2009)(6)等を踏まえ，長岡平野西縁断層帯として一連で

活動する場合を基本と考える。 

断層パラメータは，地質調査結果及び強震動予測レシピ(25)等に基づき設定し，アスペリ

ティの応力降下量については，長大な逆断層であることから，佐藤(1989)(34)による無限

長の垂直縦ずれ断層に関する式を用いて震源断層全体の応力降下量を算定した後に設定

する。 

設定した断層パラメータ及び震源モデルを表 7－9及び図 7－14 に示す。 

 

b. 不確かさを考慮する断層パラメータの選定 

長岡平野西縁断層帯による地震の地震動評価では，表 7－10 に示すように，破壊開始

点，アスペリティ位置，破壊伝播速度，応力降下量及び断層傾斜角の不確かさを考慮す

る。 

設定した断層パラメータ及び震源モデルを表 7－9，表 7－11～表 7－13 及び図 7－14，

図 7－15 に示す。 

 

c. 長岡平野西縁断層帯～山本山断層～十日町断層帯西部の連動を考慮した地震 

地質調査結果より，長岡平野西縁断層帯及び十日町断層帯西部は，両断層帯の間にリニ

アメントの判読されない区間が約 10km あり，この区間では背斜構造の形態も異なること

等から，長岡平野西縁断層帯と十日町断層帯西部が連動する可能性は低いと考えられる

ものの，長岡平野西縁断層帯による地震の地震動評価に加えて，長岡平野西縁断層帯～
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13 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 備考 

山本山断層～十日町断層帯西部の連動を考慮した地震の地震動評価を実施する。 

長岡平野西縁断層帯～山本山断層～十日町断層帯西部の連動を考慮した地震において

は，長大断層を対象とした Murotani et al.(2015)(35)によるスケーリングを導入すると

ともに，地震調査研究推進本部の長大断層の評価(36)と同様に平均応力降下量を一定値と

仮定して設定する。また，表 7－10 に示すように応力降下量及び断層傾斜角の不確かさ

をそれぞれ考慮する。 

設定した断層パラメータ及び震源モデルを表 7－14 及び図 7－16 に示す。 

 

d. 応答スペクトルに基づく地震動評価 

長岡平野西縁断層帯による地震の応答スペクトルに基づく地震動評価は，Noda et 

al.(2002)(16)により行い，表 7－10 の検討ケースのうち，基本震源モデル，アスペリテ

ィ位置，応力降下量及び断層傾斜角の不確かさを考慮したケースを評価する。 

基本震源モデル，アスペリティ位置及び断層傾斜角の不確かさを考慮したケースの評価

においては，想定断層面周辺で発生した地震の観測記録に基づく補正係数を考慮するこ

とにより，震源特性及び地震波の伝播特性を反映させるものとする。 

図 7－17 に示す観測記録に基づく補正係数は，陸域で発生した地震については 1号機鉛

直アレイ観測点と 5号機鉛直アレイ観測点で地震波の伝播特性に特異な差異がなく，複

数の記録が得られていることを踏まえ，それぞれの解放基盤波と Noda et al.(2002)(16)

による応答スペクトルの比の平均値として設定する。 

応力降下量の不確かさについては，図 7－17 に示す観測記録に基づく補正係数の下限を

1として，基本震源モデルの評価結果に対して短周期側における地震動レベルを嵩上げ

することにより考慮する。 

表 7－10 の検討ケースのうち，破壊開始点及び破壊伝播速度の不確かさによる影響は，

応答スペクトルに基づく地震動評価では確認することができないため，断層モデルを用

いた手法による地震動評価において確認する。 

なお，検討用地震である長岡平野西縁断層帯の評価において用いる地震規模について

は，いまだ発生していない地震であることを踏まえ，保守的な評価となるよう，断層長

さから松田(1975)(37)による式に基づき算定した値とする。 

長岡平野西縁断層帯～山本山断層～十日町断層帯西部の連動を考慮した地震について

は，著しく長大な断層のため，松田(1975)(37)による式の適用範囲外であることから，断

層モデルを用いた手法により地震動評価を行う。 

上記に基づく地震動評価結果を図 7－18 に示す。 

 

e. 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

長岡平野西縁断層帯による地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価は，想定断

層面周辺で発生した 2004 年新潟県中越地震の余震を要素地震として行う。 

山本山断層～十日町断層帯西部の連動を考慮した地震の地震動評価を実施する。 

長岡平野西縁断層帯～山本山断層～十日町断層帯西部の連動を考慮した地震において

は，長大断層を対象とした Murotani et al.(2015)(35)によるスケーリングを導入すると

ともに，地震調査研究推進本部の長大断層の評価(36)と同様に平均応力降下量を一定値と

仮定して設定する。また，表 7－10 に示すように応力降下量及び断層傾斜角の不確かさ

をそれぞれ考慮する。 

設定した断層パラメータ及び震源モデルを表 7－14 及び図 7－16 に示す。 

 

d. 応答スペクトルに基づく地震動評価 

長岡平野西縁断層帯による地震の応答スペクトルに基づく地震動評価は，Noda et 

al.(2002)(16)により行い，表 7－10 の検討ケースのうち，基本震源モデル，アスペリテ

ィ位置，応力降下量及び断層傾斜角の不確かさを考慮したケースを評価する。 

基本震源モデル，アスペリティ位置及び断層傾斜角の不確かさを考慮したケースの評価

においては，想定断層面周辺で発生した地震の観測記録に基づく補正係数を考慮するこ

とにより，震源特性及び地震波の伝播特性を反映させるものとする。 

図 7－17 に示す観測記録に基づく補正係数は，陸域で発生した地震については 1号機鉛

直アレイ観測点と 5号機鉛直アレイ観測点で地震波の伝播特性に特異な差異がなく，複

数の記録が得られていることを踏まえ，それぞれの解放基盤波と Noda et al.(2002)(16)

による応答スペクトルの比の平均値として設定する。 

応力降下量の不確かさについては，図 7－17 に示す観測記録に基づく補正係数の下限を

1として，基本震源モデルの評価結果に対して短周期側における地震動レベルを嵩上げ

することにより考慮する。 

表 7－10 の検討ケースのうち，破壊開始点及び破壊伝播速度の不確かさによる影響は，

応答スペクトルに基づく地震動評価では確認することができないため，断層モデルを用

いた手法による地震動評価において確認する。 

なお，検討用地震である長岡平野西縁断層帯の評価において用いる地震規模について

は，いまだ発生していない地震であることを踏まえ，保守的な評価となるよう，断層長

さから松田(1975)(37)による式に基づき算定した値とする。 

長岡平野西縁断層帯～山本山断層～十日町断層帯西部の連動を考慮した地震について

は，著しく長大な断層のため，松田(1975)(37)による式の適用範囲外であることから，断

層モデルを用いた手法により地震動評価を行う。 

上記に基づく地震動評価結果を図 7－18 に示す。 

 

e. 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

長岡平野西縁断層帯による地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価は，想定断

層面周辺で発生した 2004 年新潟県中越地震の余震を要素地震として行う。 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 備考 

要素地震の諸元及び震央位置を表 7－15 及び図 7－19 に示す。これらの要素地震は，強

震動シミュレーション(38)において，敷地における 2004 年新潟県中越地震の観測記録の

再現性が高いことから，長岡平野西縁断層帯による地震の地震動評価においても，断層

面浅部及び深部に分け 2つの要素地震を用いて評価することとする。 

なお，要素地震については，表 7－16 に示すように，見積もりの影響評価，深部に採用

した要素地震のみを用いた評価及び角田・弥彦断層～気比ノ宮断層の北部の断層に異な

る要素地震を用いた評価を実施し，地震動評価に与える影響が小さいことを確認してい

る。確認結果を，図 7－20 に示す。 

上記に基づく地震動評価結果を図 7－21 に示す。 

 

(3) 佐渡島南方断層～F-D 断層～高田沖断層～親不知海脚西縁断層～魚津断層帯の連動

を考慮した地震 

a. 震源モデルの設定 

地質調査結果より，褶曲の連続性，離隔等から佐渡島南方断層，F-D 断層，高田沖断

層，親不知海脚西縁断層及び魚津断層帯が連動する可能性は低いと考えられるものの，

保守的に最大規模の連動を考慮する観点で地震動評価を行い，敷地に与える影響を確認

する。 

なお,地震動評価は，著しく長大な断層のため，松田(1975)(37)による式の適用範囲外で

あることから，断層モデルを用いた手法により地震動評価を行う。 

断層パラメータのうち，断層の位置及び断層長さは地質調査結果等に基づき設定し，断

層傾斜角については，2007 年新潟県中越沖地震の余震分布(21)等を参考に一律 35°と設

定する。 

また，著しく長大な断層となることから，長岡平野西縁断層帯～山本山断層～十日町断

層帯西部の評価で採用した方法で断層パラメータを設定した上で，応力降下量の不確か

さを考慮して設定する。 

設定した断層パラメータ及び震源モデルを表 7－17 及び図 7－22 に示す。 

 

b. 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

佐渡島南方断層～F-D 断層～高田沖断層～親不知海脚西縁断層～魚津断層帯の連動を考

慮した地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価は,佐渡島南方断層の想定断層面

周辺で発生した 2007 年新潟県中越沖地震の余震を要素地震として行う。要素地震の諸元

及び震央位置を表 7－18 及び図 7－23 に示す。 

なお，地震波の顕著な増幅が認められる領域における評価において，図 7－22 に示す敷

地より南西側に位置するアスペリティに用いる要素地震は，2007 年新潟県中越沖地震に

おける第 3アスペリティの特性を踏まえ，図 7－12 に示す補正係数を乗じた補正波とす

る。上記に基づく地震動評価結果を図 7－24 に示す。 

要素地震の諸元及び震央位置を表 7－15 及び図 7－19 に示す。これらの要素地震は，強

震動シミュレーション(38)において，敷地における 2004 年新潟県中越地震の観測記録の

再現性が高いことから，長岡平野西縁断層帯による地震の地震動評価においても，断層

面浅部及び深部に分け 2つの要素地震を用いて評価することとする。 

なお，要素地震については，表 7－16 に示すように，見積もりの影響評価，深部に採用

した要素地震のみを用いた評価及び角田・弥彦断層～気比ノ宮断層の北部の断層に異な

る要素地震を用いた評価を実施し，地震動評価に与える影響が小さいことを確認してい

る。確認結果を，図 7－20 に示す。 

上記に基づく地震動評価結果を図 7－21 に示す。 

 

(3) 佐渡島南方断層～F-D 断層～高田沖断層～親不知海脚西縁断層～魚津断層帯の連動

を考慮した地震 

a. 震源モデルの設定 

地質調査結果より，褶曲の連続性，離隔等から佐渡島南方断層，F-D 断層，高田沖断

層，親不知海脚西縁断層及び魚津断層帯が連動する可能性は低いと考えられるものの，

保守的に最大規模の連動を考慮する観点で地震動評価を行い，敷地に与える影響を確認

する。 

なお,地震動評価は，著しく長大な断層のため，松田(1975)(37)による式の適用範囲外で

あることから，断層モデルを用いた手法により地震動評価を行う。 

断層パラメータのうち，断層の位置及び断層長さは地質調査結果等に基づき設定し，断

層傾斜角については，2007 年新潟県中越沖地震の余震分布(21)等を参考に一律 35°と設

定する。 

また，著しく長大な断層となることから，長岡平野西縁断層帯～山本山断層～十日町断

層帯西部の評価で採用した方法で断層パラメータを設定した上で，応力降下量の不確か

さを考慮して設定する。 

設定した断層パラメータ及び震源モデルを表 7－17 及び図 7－22 に示す。 

 

b. 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

佐渡島南方断層～F-D 断層～高田沖断層～親不知海脚西縁断層～魚津断層帯の連動を考

慮した地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価は,佐渡島南方断層の想定断層面

周辺で発生した 2007 年新潟県中越沖地震の余震を要素地震として行う。要素地震の諸元

及び震央位置を表 7－18 及び図 7－23 に示す。 

なお，地震波の顕著な増幅が認められる領域における評価において，図 7－22 に示す敷

地より南西側に位置するアスペリティに用いる要素地震は，2007 年新潟県中越沖地震に

おける第 3アスペリティの特性を踏まえ，図 7－12 に示す補正係数を乗じた補正波とす

る。上記に基づく地震動評価結果を図 7－24 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異無し 



 

15 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 備考 

7.2 震源を特定せず策定する地震動 

敷地周辺の状況等を十分考慮した詳細な調査を実施しても，なお敷地近傍において発生

する可能性のある内陸地殻内地震のすべてを事前に評価し得るとは言い切れないとの観

点から，「震源を特定せず策定する地震動」を考慮する。 

 

 

 

7.2.1 評価方法 

震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内地震を検討対象地震として選

定し，それらの地震時に得られた震源近傍における観測記録を②収集し，敷地の地盤物

性を加味した応答スペクトルを設定する。 

 

 

 

7.2.2 既往の知見 

加藤ほか(2004)(40)は，内陸地殻内地震を対象として，詳細な地質学的調査によっても震

源位置及び地震規模をあらかじめ特定できない地震による震源近傍の硬質地盤上の強震

記録を用いて，震源を事前に特定できない内陸地殻内地震による地震動の上限スペクト

ルを設定している。加藤ほか(2004)(40)による応答スペクトルに対し Noda et 

al.(2002)(16)の方法により求めた伝播特性を用いて評価した応答スペクトルを,震源を特

定せず策定する地震動の評価において参考とする。 

 

7.2.3 検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集 

震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内地震の震源近傍の観測記録の

収集においては，震源断層がほぼ地震発生層の厚さ全体に広がっているものの，地表地

震断層としてその全容を現すまでには至っていない Mw6.5 以上の地震及び断層破壊領域

が地震発生層内部に留まり，国内においてどこでも発生すると考えられる地震で，震源

の位置も規模も⑦わからない地震として地震学的検討から全国共通で考慮すべき Mw6.5

未満の地震を対象とする。⑧検討対象地震を表 7－19 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 震源を特定せず策定する地震動 

敷地周辺の状況等を十分考慮した詳細な調査を実施しても，なお敷地近傍において発生

する可能性のある内陸地殻内地震のすべてを事前に評価し得るとは言い切れないとの観

点から，「震源を特定せず策定する地震動」を考慮する。①「震源を特定せず策定する

地震動」は，震源近傍における観測記録より得られた知見を基に，各種の不確かさを考

慮して敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルとして策定する。 

 

7.2.1 評価方法 

震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内地震を検討対象地震として選

定し，それらの地震時に得られた震源近傍における観測記録を②基に，敷地の地盤物性

を加味した応答スペクトルを設定する。③「震源を特定せず策定する地震動」として，

「地域性を考慮する地震動」及び「全国共通に考慮すべき地震動」の 2種類を検討す

る。 

 

7.2.2 既往の知見 

加藤ほか(2004)(40)は，内陸地殻内地震を対象として，詳細な地質学的調査によっても震

源位置及び地震規模をあらかじめ特定できない地震による震源近傍の硬質地盤上の強震

記録を用いて，震源を事前に特定できない内陸地殻内地震による地震動の上限スペクト

ルを設定している。加藤ほか(2004)(40)による応答スペクトルに対し Noda et 

al.(2002)(16)の方法により求めた伝播特性を用いて評価した応答スペクトルを,震源を特

定せず策定する地震動の評価において参考とする。 

 

7.2.3 検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集 

震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内地震の震源近傍の観測記録の

収集においては，④「地域性を考慮する地震動」として，震源断層がほぼ地震発生層の

厚さ全体に広がっているものの，地表地震断層としてその全容を現すまでには至ってお

らず，震源の規模が推定できない Mw6.5⑤程度以上の地震を，⑥「全国共通に考慮すべき

地震動」として，断層破壊領域が地震発生層内部に留まり，国内においてどこでも発生

すると考えられる地震で，震源の位置も規模も⑦推定できない地震として地震学的検討

から全国共通で考慮すべき Mw6.5 程度未満の地震を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 法令改正に伴う検討項目の変更による

差異（相違 No.1） 

 

 

 

② 表現上の差異(設置許可基準規則の解釈

の改正前後の表現に則して記載。以下同

様)（相違 No.2） 

③ 法令改正に伴う検討項目の変更による

差異（相違 No.1） 

 

・差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 表現上の差異（相違 No.2） 

⑦ 表現上の差異(基準地震動及び耐震設計

方針に係る審査ガイドの改正前後の表

現に則して記載。) 

⑧ 表現上の差異（相違 No.2） 

⑨ 表現上の差異(基準地震動及び耐震設計

方針に係る審査ガイドの改正前後の表

現に則して記載。) 

⑩ 法令改正に伴う検討項目の変更による

差異(設置許可基準規則の解釈の法改正

に伴い、標準応答スペクトルが追加さ

れ、検討対象地震を選定する手順が不要
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(1) Mw6.5 以上の地震 

⑩2008 年岩手・宮城内陸地震及び 2000 年鳥取県西部地震については，事前に活断層の

存在が指摘されていなかった地域において発生し，地表付近に一部痕跡が確認された地

震である。地表地震断層の出現要因の可能性としては，活断層の成熟度，上部の軟岩・

火山岩・堆積層の分布状況，地質体の違い等の地域差があると考えられる。 

 

2008 年岩手・宮城内陸地震の震源域周辺は，カルデラや厚い第四紀火山噴出物が分布

し，活断層地形の認定が困難な地域である。一方，敷地周辺は，断層運動に関連した褶

曲構造が発達し，これらを詳細に調査することにより，活断層の認定が可能な地域であ

る。また，2008 年岩手・宮城内陸地震の震源域周辺では，地震発生層上端深さが 1km 程

度であり,敷地周辺と比較して著しく浅いこと,垣見ほか(2003)(41)の地震地体構造区分に

よると震源域と敷地が位置する領域は異なること等から,震源域と敷地周辺の地質学的及

び地震学的背景に地域差があると考えられるため，2008 年岩手・宮城内陸地震の観測記

録は収集対象外とする。 

2000 年鳥取県西部地震の震源域周辺は，活断層が未成熟であり,横ずれ断層を主体とす

る地域である。一方,敷地周辺は,詳細な調査により多数の活断層が認定されており,逆断

層を主体とする地域である。また,2000 年鳥取県西部地震の震源域周辺では，地震発生

層上端深さが 2km 程度であり，敷地周辺と比較して著しく浅いこと，垣見ほか(2003)(41)

の地震地体構造区分によると震源域と敷地が位置する領域は異なること等から，震源域

と敷地周辺の地質学的及び地震学的背景に地域差があると考えられるため，2000 年鳥取

県西部地震の観測記録は収集対象外とする。 

 

(2) Mw6.5 未満の地震 

⑫表 7－19 の Mw6.5 未満の地震について，震源近傍の観測記録を収集して，その地震動

レベルを整理した。その結果，加藤ほか(2004)(40)の地震動レベルとの対比から，敷地に

及ぼす影響の大きい記録として，2011 年長野県北部地震，2011 年茨城県北部地震，2013

年栃木県北部地震，2004 年北海道留萌支庁南部地震及び 2011 年和歌山県北部地震にお

ける震源近傍の K-NET 及び KiK-net(42)観測点の記録を抽出した。このうち，2004 年北海

道留萌支庁南部地震における K-NET 港町観測点の観測記録については，佐藤ほか

(2013)(43)で詳細な地盤調査及び信頼性の高い基盤地震動の推定が行われていることか

ら，これらを参考に K-NET 港町観測点の地下構造モデルの不確かさ等を考慮し基盤地震

動を評価する。 

 

 

 

 

(1) ⑨地域性を考慮する地震動（Mw6.5 程度以上の地震） 

⑩「地域性を考慮する地震動」の検討に当たっては，事前に活断層の存在が指摘されて

いなかった地域において発生し，地表付近に一部痕跡が確認された 2008 年岩手・宮城内

陸地震及び 2000 年鳥取県西部地震を選定する。地表地震断層の出現要因の可能性として

は，活断層の成熟度，上部の軟岩・火山岩・堆積層の分布状況，地質体の違い等の地域

差があると考えられる。 

2008 年岩手・宮城内陸地震の震源域周辺は，カルデラや厚い第四紀火山噴出物が分布

し，活断層地形の認定が困難な地域である。一方，敷地周辺は，断層運動に関連した褶

曲構造が発達し，これらを詳細に調査することにより，活断層の認定が可能な地域であ

る。また，2008 年岩手・宮城内陸地震の震源域周辺では，地震発生層上端深さが 1km 程

度であり,敷地周辺と比較して著しく浅いこと,垣見ほか(2003)(41)の地震地体構造区分に

よると震源域と敷地が位置する領域は異なること等から,震源域と敷地周辺の地質学的及

び地震学的背景に地域差があると考えられるため，2008 年岩手・宮城内陸地震の観測記

録は収集対象外とする。 

2000 年鳥取県西部地震の震源域周辺は，活断層が未成熟であり,横ずれ断層を主体とす

る地域である。一方,敷地周辺は,詳細な調査により多数の活断層が認定されており,逆断

層を主体とする地域である。また,2000 年鳥取県西部地震の震源域周辺では，地震発生

層上端深さが 2km 程度であり，敷地周辺と比較して著しく浅いこと，垣見ほか(2003)(41)

の地震地体構造区分によると震源域と敷地が位置する領域は異なること等から，震源域

と敷地周辺の地質学的及び地震学的背景に地域差があると考えられるため，2000 年鳥取

県西部地震の観測記録は収集対象外とする。 

 

(2) ⑪全国共通に考慮すべき地震動（Mw6.5 程度未満の地震） 

⑫「全国共通に考慮すべき地震動」の検討に当たっては，実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 別記２に示される，2004 年北

海道留萌支庁南部の地震において防災科学技術研究所が運用する全国強震観測網の港町

観測点における観測記録から推定した基盤地震動及び震源近傍の多数の地震動記録に基

づいて策定した S波速度 2,200m/s 以上の地震基盤相当面における標準的な応答スペクト

ル（以下「標準応答スペクトル」という。）の知見を用いる。地震基盤相当面における

標準応答スペクトルを図 7－25 に示す。 

 

 

⑬7.2.4 地下構造モデルの設定 

敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルの評価に当たっては，7.2.3(2)に示す知見が得

となったことから記載を削除。) 

 

⑪ 表現上の差異(相違 No.2） 

⑫ 表現上の差異(相違 No.2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ 表現上の差異（相違 No.2） 

⑭ 法令改正に伴う検討項目の変更による

差異（相違 No.1） 

 

 

 

 

 

 

 

⑮ 法令改正に伴う検討項目の変更による

差異（相違 No.1） 
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7.2.4 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル 

⑭敷地で考慮する「震源を特定せず策定する地震動」は, 7.2.3 (2)で評価した基盤地震

動に K-NET 港町観測点と敷地の解放基盤表面相当位置の地盤物性の相違（S波速度で港

町観測点 938m/s(43)に対し敷地は表 6－2に示す 5号機のモデルにおいて 730m/s 程度）に

よる影響等を考慮して評価した地震動の応答スペクトルとする。設定した応答スペクト

ルを加藤ほか(2004)(40)による応答スペクトルと比較して図⑮7－25 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

られている基盤面の S波速度を考慮し，敷地においてその S波速度に相当する基盤面か

ら解放基盤表面までの地盤増幅を 1次元地下構造モデルにより適切に評価可能であるこ

とを大深度地震観測記録等に基づき検証した上で地下構造モデルを設定し，地震波の伝

播特性を適切に反映する。評価に用いる地下構造モデルは，大深度ボーリング調査結果

等の知見を参照して梅田・小林(2010)(20)の方法を用いて，敷地の伝播特性の情報を含ん

だ地表の観測記録を再現する地下構造モデルとして推定した。その際，観測記録が多く

蓄積されている浅部（1号機鉛直アレイ観測点で標高-250m 以浅，5号機鉛直アレイ観測

点で標高-300m 以浅）については，観測記録の伝達関数を対象とした逆解析により推定

した。設定した 1次元地下構造モデルを表 7－19 に示す。設定した 1次元地下構造モデ

ルにより，敷地の解放基盤表面までの伝播特性を適切に考慮できることについては，大

深度地震観測記録，大深度ボーリング調査結果等の知見及び既往の知見を用いて検証を

行い，妥当性を確認している。 

 

7.2.5 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル 

⑭2004 年北海道留萌支庁南部の地震において，防災科学技術研究所が運用する全国強震

観測網の港町観測点における観測記録から推定した基盤地震動を考慮した地震動（以下

「2004 年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動」という。）は,佐藤ほか(2013)(43)

で詳細な地盤調査及び信頼性の高い基盤地震動の推定が行われていることから，これら

を参考に K－NET 港町観測点の地下構造モデルの不確かさ等を考慮して基盤地震動を評価

し，K－NET 港町観測点と敷地の解放基盤表面相当位置の地盤物性の相違による影響を考

慮する。表 7－19 に示す 5号機鉛直アレイ観測点の地下構造モデルにおいて K－NET 港町

観測点の S波速度 938m/s を上回る S波速度 960m/s の層の上面に基盤地震動を入力し

た。2004 年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動は，敷地の地盤物性の相違による

影響を考慮した評価結果に対し，さらに保守性を考慮して設定する。設定した応答スペ

クトルを加藤ほか(2004)(40)による応答スペクトルと比較して図⑮7－26 に示す。 

⑯標準応答スペクトルに基づく地震動は，標準応答スペクトルが S波速度 2,200m/s 以上

の地震基盤相当面で設定されていることから，この地震基盤相当面と敷地の解放基盤表

面相当位置との地盤物性の相違による影響を考慮する。標準応答スペクトルに適合する

模擬地震波は複数の方法に基づき作成することとし，地震動の振幅包絡線の経時的変化

に基づく一様乱数の位相を有する正弦波の重ね合わせによる方法及び観測記録の位相を

用いる方法により作成する。一様乱数の位相を用いた模擬地震波の振幅包絡線の経時的

変化については，Noda et al.(2002)(16)の方法に基づき，表 7－20 に示す形状とする。

観測記録の位相を用いた模擬地震波は，2007 年新潟県中越沖地震の解放基盤波の位相を

用いて作成する。標準応答スペクトルに適合する模擬地震波の作成結果を表 7－21，加

速度時刻歴波形を図 7－27，標準応答スペクトルに対する模擬地震波の応答スペクトル

比を図 7－28 に示す。表 7－19 に示す地下構造モデルにおいて S波速度 2,200m/s を上回

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯ 法令改正に伴う検討項目の変更による

差異（相違 No.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑰ 図表番号の差異 

⑱ 法令改正に伴う検討項目の変更による

差異（相違 No.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 備考 

 

 

 

 

7.2.5 超過確率の参照 

独立行政法人 原子力安全基盤機構(2005)(44)は,断層モデルを用いた手法による M5.5～

M7.3 の地震の震源近傍における地震動評価結果に基づき,各地域の震源を特定しにくい

地震による地震動について,地震基盤における水平動の年超過確率を求め,その一様ハザ

ードスペクトルを算出している。敷地が位置する領域（南東北・関東・中部）における

一様ハザードスペクトルと, 加藤ほか(2004)(40)による応答スペクトルを地震基盤相当で

比較した結果を図⑰7－26 に示す。加藤ほか(2004)(40)に基づく震源を事前に特定できな

い内陸地殻内地震による地震動の年超過確率は,地震基盤相当において, 10-4～10-6程度

である。 

る S波速度 2,350m/s の層の上面に模擬地震波を入力した。標準応答スペクトルに基づく

地震動は，不確かさを考慮して，複数の方法に基づく模擬地震波を用いた評価結果のそ

れぞれの応答スペクトルとして設定する。設定した応答スペクトルを図 7－29 に示す。 

 

7.2.6 超過確率の参照 

独立行政法人 原子力安全基盤機構(2005)(44)は,断層モデルを用いた手法による M5.5～

M7.3 の地震の震源近傍における地震動評価結果に基づき,各地域の震源を特定しにくい

地震による地震動について,地震基盤における水平動の年超過確率を求め,その一様ハザ

ードスペクトルを算出している。敷地が位置する領域（南東北・関東・中部）における

一様ハザードスペクトルと, 加藤ほか(2004)(40)による応答スペクトルを地震基盤相当で

比較した結果を図⑰7－30 に示す。加藤ほか(2004)(40)に基づく震源を事前に特定できな 

い内陸地殻内地震による地震動の年超過確率は,地震基盤相当において, 10-4～10-6程度

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑲ 図表番号の差異 

7.3 基準地震動Ｓｓの策定 

7.3.1 設計用応答スペクトル 

(1) 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の基準地震動Ｓｓの設計用応答スペクト

ルは，「7.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」に基づき，敷地の解放基盤表

面における水平方向及び鉛直方向の地震動として策定する。 

F-B 断層による地震における中越沖地震拡張モデルを考慮したケースについて，応答ス

ペクトルに基づく地震動評価結果を基準地震動 Ss-1 とし，断層モデルを用いた手法によ

る地震動評価結果を基準地震動 Ss-2 として設定する。基準地震動 Ss-1 及び Ss-2 の設計

用応答スペクトルを図①7－27 に示す。 

長岡平野西縁断層帯による地震における応答スペクトルに基づく地震動評価結果のう

ち，応力降下量又は断層傾斜角の不確かさを考慮したそれぞれのケースの評価結果を包

絡して基準地震動 Ss-3 を設定する。また，断層モデルを用いた手法による地震動評価結

果のうち，応力降下量の不確かさを考慮したケースを基準地震動 Ss-4 とし，断層傾斜角

の不確かさを考慮したケースを基準地震動 Ss-5 として設定する。なお，基準地震動 Ss-

3 の鉛直方向は，水平方向の 2/3 倍となるように設定する。さらに,長岡平野西縁断層帯

～山本山断層～十日町断層帯西部の連動を考慮した地震動評価のうち,応力降下量の不確

かさを考慮したケースを基準地震動 Ss-6 とし,断層傾斜角の不確かさを考慮したケース

を基準地震動 Ss-7 として設定する。基準地震動 Ss-3～Ss-7 の設計用応答スペクトルを

図②7－28 に示す。 

なお，佐渡島南方断層～F-D 断層～高田沖断層～親不知海脚西縁断層～魚津断層帯の連

動を考慮した地震については，図③7－29 に示すとおり，F-B 断層による地震又は長岡平

野西縁断層帯による地震の地震動評価結果を下回る。 

7.3 基準地震動Ｓｓの策定 

7.3.1 設計用応答スペクトル 

(1) 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の基準地震動Ｓｓの設計用応答スペクト

ルは，「7.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」に基づき，敷地の解放基盤表

面における水平方向及び鉛直方向の地震動として策定する。 

F-B 断層による地震における中越沖地震拡張モデルを考慮したケースについて，応答ス

ペクトルに基づく地震動評価結果を基準地震動 Ss-1 とし，断層モデルを用いた手法によ

る地震動評価結果を基準地震動 Ss-2 として設定する。基準地震動 Ss-1 及び Ss-2 の設計

用応答スペクトルを図①7－31 に示す。 

長岡平野西縁断層帯による地震における応答スペクトルに基づく地震動評価結果のう

ち，応力降下量又は断層傾斜角の不確かさを考慮したそれぞれのケースの評価結果を包

絡して基準地震動 Ss-3 を設定する。また，断層モデルを用いた手法による地震動評価結

果のうち，応力降下量の不確かさを考慮したケースを基準地震動 Ss-4 とし，断層傾斜角

の不確かさを考慮したケースを基準地震動 Ss-5 として設定する。なお，基準地震動 Ss-

3 の鉛直方向は，水平方向の 2/3 倍となるように設定する。さらに,長岡平野西縁断層帯

～山本山断層～十日町断層帯西部の連動を考慮した地震動評価のうち,応力降下量の不確

かさを考慮したケースを基準地震動 Ss-6 とし,断層傾斜角の不確かさを考慮したケース

を基準地震動 Ss-7 として設定する。基準地震動 Ss-3～Ss-7 の設計用応答スペクトルを

図②7－32 に示す。 

なお，佐渡島南方断層～F-D 断層～高田沖断層～親不知海脚西縁断層～魚津断層帯の連

動を考慮した地震については，図③7－33 に示すとおり，F-B 断層による地震又は長岡平

野西縁断層帯による地震の地震動評価結果を下回る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 図表番号の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 図表番号の差異 

 

③ 図表番号の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 備考 

 

(2) 震源を特定せず策定する地震動 

｢7.2 震源を特定せず策定する地震動｣の地震動評価結果と基準地震動 Ss-1～Ss-7 を比

較して，図④7－30 に示す。⑤荒浜側の基準地震動 Ss-1～Ss-7 は,「震源を特定せず策

定する地震動」を上回るため,「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」で代表させ

る。一方，大湊側の基準地震動 Ss-1～Ss-7 に対しては,一部の周期帯で「震源を特定せ

ず策定する地震動」が上回ることから，基準地震動 Ss-8 として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 設計用模擬地震波 

(1) 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

応答スペクトルに基づく地震動評価結果による基準地震動 Ss-1 及び Ss-3 の設計用模擬

地震波は，設計用応答スペクトルに適合するものとして，地震動の振幅包絡線の経時的

変化に基づく一様乱数の位相を有する正弦波の重ね合わせにより作成する。なお，振幅

包絡線の経時的変化については，Noda et al.(2002)(16)に基づき表⑧7－20 に示す形状と

する。設計用模擬地震波 Ss-1H，Ss-1V 及び Ss-3H，Ss-3V は，それぞれ F-B 断層による

地震及び長岡平野西縁断層帯による地震に相当する振幅包絡線の経時的変化を有するも

のとする。設計用模擬地震波の作成結果を表⑨7－21 に，設計用応答スペクトルに対す

る設計用模擬地震波の応答スペクトル比を図⑩7－31 にそれぞれ示す。 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果による基準地震動 Ss-2，Ss-4～Ss-7 の設

計用模擬地震波は，断層モデルを用いた手法による地震動評価結果の加速度時刻歴波形

を採用する。 

 

(2) 震源を特定せず策定する地震動 

｢7.2 震源を特定せず策定する地震動｣の地震動評価結果と基準地震動 Ss-1～Ss-7 を比

較する。 

2004 年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動と基準地震動 Ss-1～Ss-7 の比較を図④

7－34 に示す。⑤荒浜側の 2004 年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動は，基準地

震動 Ss-1 に対して，水平及び鉛直方向ともに全周期帯において下回るため,基準地震動

として設定しない。大湊側の 2004 年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動は，基準

地震動 Ss-1 に対して,鉛直方向では全周期帯において下回るものの，⑥水平方向の一部

の周期帯で上回るため，基準地震動 Ss-8 として設定する。 

⑦標準応答スペクトルに基づく地震動と基準地震動 Ss-1～Ss-7 の比較を図 7－35 に示

す。荒浜側の標準応答スペクトルに基づく地震動は，基準地震動 Ss-3 に対して，水平及

び鉛直方向ともに全周期帯において下回るため，基準地震動として設定しない。大湊側

の標準応答スペクトルに基づく地震動は，基準地震動 Ss-1 に対して，水平方向では全周

期帯において，鉛直方向では短周期側において下回るものの，鉛直方向の周期 1.7 秒以

上の周期帯でわずかに上回る。これに対し，耐震設計等に基準地震動を用いる施設等

は，周期 1.7 秒以上に鉛直方向の固有周期を有しない設計とする。なお，令和 4年 3月

23 日付け原規規発第 2203234 号により通知を受けるまでに既に設計した設計基準対象施

設及び重大事故等対処施設（それぞれにおいて当該施設が機能を維持するために必要な

施設等を含む）のうち，耐震設計等に基準地震動を用いる施設等は，周期 1.7 秒以上の

長周期側に鉛直方向の固有周期を有しないことを確認している。以上を前提条件とし

て，大湊側の標準応答スペクトルに基づく地震動は基準地震動として設定しない。 

 

7.3.2 設計用模擬地震波 

(1) 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

応答スペクトルに基づく地震動評価結果による基準地震動 Ss-1 及び Ss-3 の設計用模擬

地震波は，設計用応答スペクトルに適合するものとして，地震動の振幅包絡線の経時的

変化に基づく一様乱数の位相を有する正弦波の重ね合わせにより作成する。なお，振幅

包絡線の経時的変化については，Noda et al.(2002)(16)に基づき表⑧7－22 に示す形状と

する。設計用模擬地震波 Ss-1H，Ss-1V 及び Ss-3H，Ss-3V は，それぞれ F-B 断層による

地震及び長岡平野西縁断層帯による地震に相当する振幅包絡線の経時的変化を有するも

のとする。設計用模擬地震波の作成結果を表⑨7－23 に，設計用応答スペクトルに対する

設計用模擬地震波の応答スペクトル比を図⑩7－36 にそれぞれ示す。 

断層モデルを用いた手法による地震動評価結果による基準地震動 Ss-2，Ss-4～Ss-7 の設

計用模擬地震波は，断層モデルを用いた手法による地震動評価結果の加速度時刻歴波形

を採用する。 

 

 

 

 

④ 図表番号の差異 

⑤ 記載の適正化（基準地震動との包絡関係

を明確に記載。以下同様）（相違 No.3） 

 

⑥ 記載の適正化（相違 No.3） 

 

⑦ 法令改正に伴う検討項目の変更による

差異（相違 No.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 図表番号の差異 

 

 

⑨ 図表番号の差異 

⑩ 図表番号の差異 
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柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 備考 

 

(2) 震源を特定せず策定する地震動 

基準地震動 Ss-8 の時刻歴波形は，2004 年北海道留萌支庁南部地震の K-NET 港町観測点

において得られた記録から地下構造モデルの不確かさ，敷地の地盤物性⑪等を考慮して

評価したものを採用する。 

 

 

 

 

 

以上により策定した設計用模擬地震波の加速度時刻歴波形を図⑫7－32 に，最大加速度

値をまとめて表⑬7－22 に示す。 

 

(2) 震源を特定せず策定する地震動 

基準地震動 Ss-8 の時刻歴波形は，2004 年北海道留萌支庁南部地震の K－NET 港町観測点

において得られた記録から地下構造モデルの不確かさ，敷地の地盤物性を考慮した上

で，⑪さらに保守性を考慮して評価したものを採用する。 

 

 

 

 

 

以上により策定した設計用模擬地震波の加速度時刻歴波形を図⑫7－37 に，最大加速度値

をまとめて表⑬7－24 に示す。 

 

 

 

 

⑪ 記載の適正化(新たな地下構造モデルを

用いて評価した場合、既許可の基準地震

動 Ss-8 を下回ることを確認した上で、

それを上回るよう既許可から変更せず

に Ss-8 を策定していることから、記載

を追加している。) 

⑫ 図表番号の差異 

⑬ 図表番号の差異 

7.4 基準地震動Ｓｓの超過確率参照 

参考として，基準地震動Ｓｓの設計用応答スペクトルと社団法人 日本原子力学会

(2007)(45)の方法に基づき試算した敷地における地震動の一様ハザードスペクトルを比較

する。 

一様ハザードスペクトルの作成に際しては,特定震源モデルとして,地質調査結果,地震調

査研究推進本部(2012)(46)に基づく活断層に関する情報及び地震調査研究推進本部

(2009)(6)による日本海東縁部の地震に関する情報を基にモデル化を行う。また,領域震源

モデルとして,敷地から半径 150km 以内の領域を対象とし,垣見ほか(2003)(41),海域と陸

域及び敷地から半径 30km 内外に基づき領域区分を設定する。考慮した震源モデルを表 

①7－23 及び図②7－33 に示す。 

地震動伝播モデルとしては,Noda et al.(2002)(16)による距離減衰式を用い,敷地に与え

る影響が大きいと考えられる活断層の連動を考慮したロジックツリーを作成し評価を行

う。ロジックツリーの分岐及び重み付けの考え方を表③7－24 に示し，作成したロジッ

クツリーを図④7－34 に示す。 

上記に基づき試算した平均ハザード曲線，地震ごとのハザード曲線及びフラクタイルハ

ザード曲線をそれぞれ図⑤7－35～図⑥7－37 に示す。また，一様ハザードスペクトルと

基準地震動Ｓｓの設計用応答スペクトルの比較を図⑦7－38 に示す。基準地震動 Ss-1～

Ss-7 の設計用応答スペクトルの年超過確率は 10-4～10-5程度である。 

また，「震源を特定せず策定する地震動」に基づき設定した基準地震動 Ss-8 の応答スペ

クトルと領域震源による一様ハザードスペクトルの比較を図⑧7－39 に示す。基準地震

動 Ss-8 の年超過確率は 10-3～10-5程度である。 

7.4 基準地震動Ｓｓの超過確率参照 

参考として，基準地震動Ｓｓの設計用応答スペクトルと社団法人 日本原子力学会

(2007)(45)の方法に基づき試算した敷地における地震動の一様ハザードスペクトルを比較

する。 

一様ハザードスペクトルの作成に際しては,特定震源モデルとして,地質調査結果,地震調

査研究推進本部(2012)(46)に基づく活断層に関する情報及び地震調査研究推進本部

(2009)(6)による日本海東縁部の地震に関する情報を基にモデル化を行う。また,領域震源

モデルとして,敷地から半径 150km 以内の領域を対象とし,垣見ほか(2003)(41),海域と陸

域及び敷地から半径 30km 内外に基づき領域区分を設定する。考慮した震源モデルを表 

①7－25 及び図②7－38 に示す。 

地震動伝播モデルとしては,Noda et al.(2002)(16)による距離減衰式を用い,敷地に与え

る影響が大きいと考えられる活断層の連動を考慮したロジックツリーを作成し評価を行

う。ロジックツリーの分岐及び重み付けの考え方を表③7－26 に示し，作成したロジッ 

クツリーを図④7－39 に示す。 

上記に基づき試算した平均ハザード曲線，地震ごとのハザード曲線及びフラクタイルハ

ザード曲線をそれぞれ図⑤7－40～図⑥7－42 に示す。また，一様ハザードスペクトルと

基準地震動Ｓｓの設計用応答スペクトルの比較を図⑦7－43 に示す。基準地震動 Ss-1～

Ss-7 の設計用応答スペクトルの年超過確率は 10-4～10-5程度である。 

また，「震源を特定せず策定する地震動」に基づき設定した基準地震動 Ss-8 の応答スペ

クトルと領域震源による一様ハザードスペクトルの比較を図⑧7－44 に示す。基準地震動

Ss-8 の年超過確率は 10-3～10-5程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 図表番号の差異 

② 図表番号の差異 

 

③ 図表番号の差異 

④ 図表番号の差異 

 

⑤ 図表番号の差異 

⑥ 図表番号の差異 

⑦ 図表番号の差異 

 

⑧ 図表番号の差異 

8. 弾性設計用地震動Ｓｄ 

8.1 設定根拠 

8. 弾性設計用地震動Ｓｄ 

8.1 設定根拠 

・差異無し 
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弾性設計用地震動Ｓｄは，基準地震動Ｓｓとの応答スペクトルの比率が目安として 0.5

を下回らないよう基準地震動Ｓｓに係数 0.5 を乗じて設定する。ここで，係数 0.5 は工

学的判断として，原子炉施設の安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率が 0.5

程度であるという知見を踏まえ，さらに「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針

（昭和 56 年 7 月 20 日原子力安全委員会決定，平成 13 年 3 月 29 日一部改訂）」に基づ

いた「原子炉設置変更許可申請書（平成 3年 5月 15 日許可／63 資庁第 6644 号）」の

「添付書類六 変更に係る原子炉施設の場所に関する気象，地盤，水理，地震，社会環境

等の状況に関する説明書 5.6.3 基準地震動」における基準地震動Ｓ１の応答スペクトル

をおおむね下回らないよう配慮した値とする。 

また，建物・構築物及び機器・配管系ともに 0.5 を採用することで，弾性設計用地震動

Ｓｄに対する設計に一貫性をとる。なお，弾性設計用地震動Ｓｄの年超過確率は，10-3

～10-4程度である。弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトルを図 8－1に，弾性設計用地

震動Ｓｄの時刻歴波形を図 8－2に，弾性設計用地震動Ｓｄと基準地震動Ｓ１の比較を図

8－3 に，弾性設計用地震動Ｓｄと解放基盤表面における地震動の一様ハザードスペクト

ルの比較を図 8－4に示す。 

 

8.2 安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率について 

安全機能限界に対応する入力荷重と弾性限界に対応する入力荷重の比率としての係数α

は，日本電気協会の調査報告(48)を参照して評価する。日本電気協会の調査報告(48)には，

鉄筋コンクリート造壁式構造の建屋を 2質点系の簡易なスウェイ・ロッキングモデルに

置換し，入力地震動を 100Gal ずつ順次増加して非線形地震応答解析を行って求められた

せん断ひずみと層せん断力係数の関係を示した図があり，この図に許容限界①および許

容限界②を加筆したものを図 8－5に示す。ここで，許容限界②は，建屋はある程度の損

傷を受けるがその程度は小さく，終局に対して余裕のある基準地震動Ｓｓの許容限界

（せん断ひずみ度で 2.0×10-3）を示しており，許容限界①は許容限界②の入力加速度を

1/2 倍とした場合の応答値を示している。 

許容限界①の応答値は短期許容応力度相当と考えられ，設置許可基準規則解釈 別記 2で

いう弾性設計用地震動Ｓｄに求められる「おおむね弾性範囲の設計」と考えられる。 

以上より，許容限界①を弾性限界，許容限界②を安全機能限界と捉えた場合，安全機能

限界に対応する入力荷重と弾性限界に対応する入力荷重の比率としてのαは 0.5 程度の

値となる。 

弾性設計用地震動Ｓｄは，基準地震動Ｓｓとの応答スペクトルの比率が目安として 0.5

を下回らないよう基準地震動Ｓｓに係数 0.5 を乗じて設定する。ここで，係数 0.5 は工

学的判断として，原子炉施設の安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率が 0.5

程度であるという知見を踏まえ，さらに「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針

（昭和 56 年 7 月 20 日原子力安全委員会決定，平成 13 年 3 月 29 日一部改訂）」に基づ

いた「原子炉設置変更許可申請書（平成 3年 5月 15 日許可／63 資庁第 6644 号）」の

「添付書類六 変更に係る原子炉施設の場所に関する気象，地盤，水理，地震，社会環境

等の状況に関する説明書 5.6.3 基準地震動」における基準地震動Ｓ１の応答スペクトル

をおおむね下回らないよう配慮した値とする。 

また，建物・構築物及び機器・配管系ともに 0.5 を採用することで，弾性設計用地震動

Ｓｄに対する設計に一貫性をとる。なお，弾性設計用地震動Ｓｄの年超過確率は，10-3 

～10-4程度である。弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトルを図 8－1に，弾性設計用地

震動Ｓｄの時刻歴波形を図 8－2に，弾性設計用地震動Ｓｄと基準地震動Ｓ１の比較を図

8－3に，弾性設計用地震動Ｓｄと解放基盤表面における地震動の一様ハザードスペクト

ルの比較を図 8－4に示す。 

 

8.2 安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率について 

安全機能限界に対応する入力荷重と弾性限界に対応する入力荷重の比率としての係数α

は，日本電気協会の調査報告(48)を参照して評価する。日本電気協会の調査報告(48)には， 

鉄筋コンクリート造壁式構造の建屋を 2質点系の簡易なスウェイ・ロッキングモデルに

置換し，入力地震動を 100Gal ずつ順次増加して非線形地震応答解析を行って求められた

せん断ひずみと層せん断力係数の関係を示した図があり，この図に許容限界①および許

容限界②を加筆したものを図 8－5に示す。ここで，許容限界②は，建屋はある程度の損

傷を受けるがその程度は小さく，終局に対して余裕のある基準地震動Ｓｓの許容限界

（せん断ひずみ度で 2.0×10-3）を示しており，許容限界①は許容限界②の入力加速度を

1/2 倍とした場合の応答値を示している。 

許容限界①の応答値は短期許容応力度相当と考えられ，設置許可基準規則解釈 別記 2で

いう弾性設計用地震動Ｓｄに求められる「おおむね弾性範囲の設計」と考えられる。 

以上より，許容限界①を弾性限界，許容限界②を安全機能限界と捉えた場合，安全機能

限界に対応する入力荷重と弾性限界に対応する入力荷重の比率としてのαは 0.5 程度の

値となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異無し 
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表 6－1 入力地震動の評価における設計用模擬地震波の入力位置 

 

号機 標高 T.M.S.L.＊(m) 整地面からの深さ(m) 

5 号機 -134 146 

6 号機 -155 167 

7 号機 -155 167 

注記＊：東京湾平均海面。Tokyo bay Mean Sea Level の略で， 

東京湾での検潮に基づき設定された陸地の高さの基準。 

 

記載の適正化(基準地震動の策定

位置と設計模擬地震波の入力位置

を区別するため。) 

 

 

記載の適正化 

 

該当する記載なし 

法令改正に伴う検討項目の変更に

よる差異(設置許可基準規則の解

釈の法改正に伴い、標準応答スペ

クトルが追加され、検討対象地震

を選定する手順が不要となったこ

とから記載を削除。) 
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法令改正に伴う検討内容の変更に

よる差異（相違No.1） 
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表現上の差異 

該当する記載なし 

 
 

法令改正に伴う検討項目の変更に

よる差異（相違No.1） 



 

30 
青枠：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 備考 

  

法令改正に伴う表記の変更による

差異 



 

31 
青枠：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 備考 

 

 

法令改正に伴う表記の変更による

差異 



 

32 
青枠：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 備考 

該当する記載なし 

 
 

法令改正に伴う検討項目の変更に

よる差異（相違No.1） 



 

33 
青枠：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 備考 

該当する記載なし 

 
 

法令改正に伴う検討項目の変更に

よる差異（相違 No.1） 



 

34 
青枠：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 備考 

該当する記載なし 

 
 

法令改正に伴う検討項目の変更に

よる差異（相違 No.1） 



 

35 
青枠：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 備考 

該当する記載なし 

 
 

法令改正に伴う検討項目の変更に

よる差異（相違 No.1） 



 

36 
青枠：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

該当する記載なし 

 

法令改正に伴う検討項目の変更に

よる差異（相違 No.1） 



 

37 
青枠：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

該当する記載なし 

 

法令改正に伴う検討項目の変更に

よる差異（相違 No.1） 



 

38 
青枠：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 備考 

図 7－26～図 7－29：第 7 号機と第 6 号機に差異なし 図 7－30～図 7－33：第 7 号機と第 6 号機に差異なし  

 

 

記載の適正化（相違 No.3） 



 

39 
青枠：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 備考 

 

 

記載の適正化（相違 No.3） 



 

40 
青枠：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 備考 

  

記載の適正化（相違 No.3） 



 

41 
青枠：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 備考 

 

 

記載の適正化（相違 No.3） 



 

42 
青枠：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 備考 

該当する記載なし 

 

 

 

法令改正に伴う検討項目の変更に

よる差異（相違 No.1） 



 

43 
青枠：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 備考 

該当する記載なし 

 法令改正に伴う検討項目の変更に

よる差異（相違 No.1） 



 

44 
青枠：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 備考 

該当する記載なし 

 

 

法令改正に伴う検討項目の変更に

よる差異（相違 No.1） 



 

45 
青枠：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(本体)と柏崎刈羽原子力発電所第 6号機との差異 

＿＿：前回提出からの変更箇所 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 備考 

該当する記載なし 

 法令改正に伴う検討項目の変更に

よる差異（相違 No.1） 

以降の図で 7 号機と 6 号機で差異無し 以降の図で 7 号機と 6 号機で差異無し 
 

 

 


